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指
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山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）
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○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件
）
（
商
政
課
）
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○
教
委
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号
）
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

お
き
の
内
科
糖
尿
病
ク
リ
ニ
ッ

ク

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村
五
六
三
の

五

平
成
三
〇
、

八
、
二
八

松
井
歯
科
医
院

岩
国
市
麻
里
布
町
三
丁
目
二
〇
番
一
号

〃

九
、

七

重
本
歯
科
医
院

〃

岩
国
二
丁
目
二
番
二
四
号

〃

八
、
三
一

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

お
き
の
内
科
糖
尿
病
ク
リ
ニ
ッ

ク

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村
五
五
二
の

四

平
成
三
〇
、

八
、
二
九

重
本
歯
科
医
院

岩
国
市
岩
国
二
丁
目
二
番
二
四
号

〃

九
、

一

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中
「
宇
部
市
楠
総
合
支

所

」
を
「
宇
部
市
北
部
総
合

支
所

」
に
、
「
宇
部
交
通
安
全
協

会
会
長

髙
橋
明

利

」
を

「
宇
部
交
通
安
全
協

会
会
長

道
中
寿

人

」
に
、
「
〃

大
字
際
波

二
四
二
八
の
一

」
を
「
〃

厚
南
北
三

丁
目
二
番
一
二
号
」
に
改
め
る
。

公

告

（
二
五
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
六
月
十
二
日
山
口
県
公
告
（
一
二
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下
関

一
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市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振
興
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
小
月
店

所
在
地

下
関
市
清
末
五
毛
一
丁
目
四
番
一
号

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
新
下
関
店

所
在
地

下
関
市
一
の
宮
町
一
丁
目
四
の
七

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
二
五
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
六
月
十
二
日
山
口
県
公
告
（
一
二
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇
部

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

部
商
政
課
及
び
宇
部
市
商
工
水
産
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
際
波
店

所
在
地

宇
部
市
大
字
際
波
一
四
四
五
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
東
岐
波
店

所
在
地

宇
部
市
大
字
東
岐
波
六
六
八
七
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

教
育
委
員
会

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
柳
井
高
等
学
校
の
項
中
「
140」
を
「
150」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
新

南
陽
高
等
学
校
の
項
中
「
160」
を
「
140」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
防
府
高
等
学
校
の
項
中
「
240」

を
「
220」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
防
府
西
高
等
学
校
の
項
中
「
160」
を
「
150」
に
改
め
、
同
表

山
口
県
立
山
口
中
央
高
等
学
校
の
項
中
「
200」
を
「
180」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
西
京
高
等
学
校

の
項
中
「
175うち

35」
を
「
160うち

40」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
厚
狭
高
等
学
校
の
項
中

「

３

40」
を
「

３

35」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
美
祢
青
嶺
高
等
学
校
の
項
中

「
60」
を
「
50」
に
、
「
30」
を
「
25」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
西
市
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

二
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山
口
県
立
西
市
高
等
学
校

下
関

市
本

校
普
通
科

３
−

全
日
制
課
程
普
通
科
及
び
生
産

流
通
科
は
、
平
成
31年
度
か
ら

生
徒
募
集
を
停
止
す
る
。

生
産
流

通
科

３
−

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
長
府
高
等
学
校
の
項
中
「
140」
を
「
125」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下

関
西
高
等
学
校
の
項
中

「３
又
は

４

40」
を

「３
又
は

４
−

」
に
、
「、

平
成
29年

度

」
を
「平

成

29年
度
か
ら
、
定
時
制
課
程
普
通
科
は
平
成
31年

度

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下
関
北
高
等
学
校
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
下
関
双
葉
高
等
学
校
下

関
市
本

校
昼

総
合
学

科
３
以
上

40

夜
総
合
学

科
３
以
上

40

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
下
関
工
科
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
下
関
工
科
高
等
学
校
下

関
市
本

校

機
械
工

学
科

３
80

夜
機
械
科
３
又
は

４
−

定
時
制
課
程
機
械
科
は
、
平
成

31年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

電
気
工

学
科

３
70

建
設
工

学
科

３

40

応
用
化

学
工
学

科
３

35

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
萩
高
等
学
校
の
項
中
「
110」
を
「
100」
に
、
「
40」
を
「
30」
に
改

め
、
別
表
の
⚒
の
表
中
「
50」
を
「
40」
に
改
め
、
別
表
の
⚓
の
表
中
「
120」
を
「
105」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

正

誤

平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号
（
解
除
予
定
保
安
林
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

五

上

一

一
六
一
の
二●

（●

次●

の●

図●

に●

示●

す●

部●

分●

に●

限●

る●

。●

）●

一
六
一
の
四䀝

二
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ペ
ー
ジ

段

行

五

上

五～

七

誤

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（●

「●

次●

の●

図●

」●

は●

、●

省●

略●

し●

、●

そ●

の●

図●

面●

を●

山●

口●

県●

農●

林●

水●

産●

部●

森●

林●

整●

備●

課●

及●

び●

宇●

部●

市●

北●

部●

・●

農●

林●

振●

興●

部●

農●

林●

振●

興●

課●

に●

備●

え●

置●

い●

て●

縦●

覧●

に●

供●

す●

る●

。●

）●
正

道
路
用
地
と
す
る
た
め

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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